
 
 
 
○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

（平成二十五年法律第二十七号） 
（特定個人情報の提供の制限） 

第十九条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしては 
ならない。 

一～九 略 
十 社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第五項に規定す

る振替機関等（以下この号において単に「振替機関等」という。）が同条第一項に規定する

社債等（以下この号において単に「社債等」という。）の発行者（これに準ずる者として政

令で定めるものを含む。）又は他の振替機関等に対し、これらの者の使用に係る電子計算

機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、社債等の振替を行うため

の口座が記録されるものを利用して、同法又は同法に基づく命令の規定により、社債等の

振替を行うための口座の開設を受ける者が第九条第三項に規定する書面（所得税法第二百

二十五条第一項（第一号、第二号、第八号又は第十号から第十二号までに係る部分に限る。）

の規定により税務署長に提出されるものに限る。）に記載されるべき個人番号として当該

口座を開設する振替機関等に告知した個人番号を含む特定個人情報を提供する場合にお

いて、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講

じているとき。 
 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 
（平成二十六年三月三十一日政令第百五十五号） 
（社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保する

ために必要な措置） 
第二十五条 法第十九条第十号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 

一 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者

の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定

める事項を記録し、並びに当該記録を第二十九条に規定する期間保存すること。 
二 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく特定

個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が

同様の体制を整備していることを確認すること。 
三 前二号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主

務省令で定める措置 
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